
議案第 80号 

 

 

石垣市立学校設置条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

 

石垣市立学校設置条例の一部を改正する条例(令和 7 年石垣市条例第 22 号)の一部を

次のように改正する。 

 

別表第 3の改正規定を次のように改める。 

  別表第 3を次のように改める。 

幼稚園の名称 位置 

おおかわ幼稚園 石垣市字大川100番地 

しらほ幼稚園 石垣市字白保181番地 

あまかわ幼稚園 石垣市八島町2丁目3番地 

なぐら幼稚園 石垣市字名蔵243番地 

 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

令和 7年 12月 1日提出 

 

 

石垣市長 中 山 義 隆   

 

理 由 

令和 8 年 3 月末でみやなが幼稚園及びかわはら幼稚園を閉園するため、条例の一

部を改正する条例の一部を改正する必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 



 

石垣市立学校設置条例の一部を改正する条例(令和7年石垣市条例第22号)の新旧対照表 

現行 改正後（案） 

 

別表第3 

幼稚園の名称 位置 

おおかわ幼稚園 石垣市字大川100番地 

みやなが幼稚園 石垣市字宮良327番地 

かわはら幼稚園 石垣市字大浜2064番地356 

しらほ幼稚園 石垣市字白保181番地 

あまかわ幼稚園 石垣市八島町2丁目3番地 

なぐら幼稚園 石垣市字名蔵243番地 
 

 

別表第3 

幼稚園の名称 位置 

おおかわ幼稚園 石垣市字大川100番地 

しらほ幼稚園 石垣市字白保181番地 

あまかわ幼稚園 石垣市八島町2丁目3番地 

なぐら幼稚園 石垣市字名蔵243番地 

 

 

 

 


